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○山ノ内町中小企業融資規程実施要領 

平成28年３月16日告示第33号 

改正 

平成28年７月１日告示第92号 

平成29年６月20日告示第67号 

平成29年10月２日告示第79号 

平成30年３月27日告示第23号 

令和２年３月27日告示第26号 

令和３年11月16日告示第152号 

令和４年２月16日告示第９号 

令和４年６月９日告示第80号 

令和４年９月30日告示第117号 

令和５年１月18日告示第３号 

令和５年３月17日告示第28号 

令和５年８月４日告示第92号 

令和６年７月11日告示第113号 

令和６年10月16日告示第131号 

山ノ内町中小企業融資規程実施要領 

（融資規程第１条関係） 

第１条 山ノ内町制度資金は、通常の資金調達が困難な中小企業者等の信用力を高め、事業資

金の充足を図り、将来企業が独自の力と信用において、金融機関との通常な取引が図られる

一手段として実施する中小企業金融の補完措置であり、かつ、この融資を通じて町商工施策

に適合するよう誘導、援助し、もって中小企業者等の健全な発展を図ることを目的とする。 

（融資規程第２条関係） 

第２条 中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号。以下「信用保険法」という。）第２条

第１項第１号に規定する中小企業者とは、中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350

号。以下「政令」という。）第１条第１項に規定する業種を営む者で次のとおりである。 

業種 
会社 個人 

資本金（出資金） 常時使用する従業員数 常時使用する従業員数 

小売業 5,000万円以下 50人以下 50人以下 

サービス

業 
5,000万円以下 100人以下 100人以下 

卸売業 １億円以下 100人以下 100人以下 

その他産

業 
３億円以下 300人以下 300人以下 

２ 信用保険法第２条第１項第２号に規定する中小企業者とは、次の表のとおりである。 
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業種 資本金の額又は出資の額 従業員数 

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイ

ヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト

製造業を除く。） 

３億円以下 900人以下 

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３億円以下 300人以下 

旅館業 5,000万円以下 200人以下 

３ 信用保険法第２条第１項第６号に規定する中小企業者とは、政令第１条第１項に規定する

業種を営む者で次のとおりであること。 

業種 常時使用する従業員数 

小売業 50人以下 

サービス業 100人以下 

卸売業 100人以下 

その他産業 300人以下 

４ 信用保険法第２条第３項に規定する小規模企業者とは、次のとおりである。 

(１) 常時使用する従業員の数が20人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあ

っては、５人）以下の会社又は個人であって、政令第１条第１項に規定する業種を営む者 

(２) 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であっ

て、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行う

者 

(３) 事業協同小組合であって政令第１条第１項に規定する業種を営むもの又はその組合員

の３分の２以上が政令第１条第１項に規定する業種を営む者 

(４) 政令第１条第１項に規定する業種を営む企業組合であって、事業に従事する組合員が

20人以下の者 

(５) 政令第１条第１項に規定する業種を営む協業組合であって、常時使用する従業員の数

が20人以下の者 

(６) 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下の者 

(７) 政令第１条第１項に規定する業種を営む特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法

（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人をいう。第７項にお

いて同じ。）であって、常時使用する従業員の数が20人（商業又はサービス業を主たる事

業とする事業者にあっては、５人）以下であるもの 

５ 従業員数については、主たる事務所の他に従たる事務所等の従業員も含める。 

６ 「常時使用する従業員」には、事業主、法人の役員、臨時の従業員及び事業主と生計を一

にする３親等内の親族は含まれない。この場合において、名目は臨時雇いであっても実質常

用的なものについては、臨時の従業員とは認められず常時使用する従業員の範ちゅうに含ま

れる。 
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７ 会社とは、合同会社、合名会社、合資会社、保証協会が保証対象とする士業法人、株式会

社及び有限会社をいうものであり、宗教法人、学校法人、財団法人、社団法人等の非営利法

人（特定非営利活動法人は除く。）は、たとえ収益事業を行っていても貸付の対象とならな

い。 

８ 中小企業団体等とは、山ノ内町中小企業融資規程（昭和52年５月25日規則第５号。以下

「融資規程」という。）第２条第３号に規定するものをいう。 

９ 新規開業予定者とは、産業競争力強化法（平成25年法律第98号）第２条第31項第１号、第

３号及び第５号に規定する創業者であり、次のとおりであること。 

(１) 事業を営んでいない個人が、１月以内（産業競争力強化法第２条第31項第１号に規定

する認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行おうとする者（以下「認定特定

創業支援等事業者」という。）にあっては６月以内）に新たに事業を開始する具体的な計

画を有するもの 

(２) 事業を営んでいない個人が、２月以内（認定特定創業支援等事業者にあっては６月以

内）に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの 

(３) 中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに

中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの 

10 新規開業者とは、融資規程第２条第６号に規定するものをいう。 

（融資規程第３条関係） 

第３条 融資対象 融資あっせん対象者は、町内に事務所又は事業所を有し、原則として１年

以上継続して同一事業を営んでいるものとされているが、町内における営業期間が１年末満

の者であっても次の各号の一に該当する者については、融資あっせんの対象とすることがで

きる。また、「町内事務所又は事業所を有し」とは、個人事業主においては、町内に事務所、

店舗等を有する場合かつ住民登録がされている場合、法人においては、町内に事務所、店舗

等を有する場合かつ商業登記簿謄本上の本店又は支店登記がされている場合をいう。ただし、

町内に設置する設備資金の場合は、個人事業主にあっては住民登録がなくても、法人にあっ

ては商業登記簿謄本上の本店又は支店登記がなくても対象とする。 

(１) 創業支援資金における新規開業者及び新規開業予定者 

(２) 事業休止期間が１年未満であって、再開しようとする事業の業種が休止前のそれと同

一業種である事業再開者（事業休止前において町内で１年以上継続して事業を営んでいる

ものに限る。） 

 

運転資金 設備資金 

町内事業所

有 

町内事業所

無 
町内設置 町外設置 

法

人 

商業登記所在地町内 ○ × ○ × 

商業登記所在地町外 × × ○ × 

個

人 

住民登録町内 ○ × ○ × 

住民登録町外 × × ○ × 
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２ 融資あっせん非対象者 次に掲げる者については、融資の対象から除外する。 

(１) 個人事業主にあっては事業主、法人にあっては法人の納期到来分の町税（事業主又は

法人の代表者が町外居住者の場合は、当該市町村税を含む。以下「町税等」という。）に

ついて未納がある者 

(２) 営業と家計が分離していないと認められる者 

(３) 返済能力がなく、経営継続の見込みがないと認められる者 

(４) 制度資金を不正に使用したことのある者 

(５) 経営内容が投機的と認められる者 

(６) 営業に関し公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている者 

(７) 金融機関から取引停止の処分を受けている者 

(８) 許認可等を要する業種で、これらを受けないで営業している者 

(９) 保証協会の保証を得られない者 

(10) その他町長が適当でないと認める者 

３ 融資あっせん非対象業種 「その他町長が適当でないと認める者」とは、次に掲げる事業

を行う者をいう。 

(１) 農業（作業所内において工場的生産設備を有するものを除く。） 

(２) 林業（素材生産業及び素材生産サービス業を除く。） 

(３) 漁業 

(４) 金融・保険業（クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業（補助的金融商品

取引業を除く。）、商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附帯業（資金

決済に関する法律（平成21年法律第59号）第２条第25項に規定する資金移動業務を行うも

の及び同法第３条第１項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。）、

金融代理業（金融商品仲介業に限る。）、保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。） 

(５) 次に掲げる業種に属する事業 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号。以下

「風営法」という。）第３条第１項の適用を受けた飲食店（食事の提供を主目的とする

ものである場合並びに衛生水準を高め、近代化を促進するものである場合を除く。） 

イ 風営法第２条第１項第４号及び第５号に規定する風俗営業（同項第４号に規定するま

あじゃん屋及び同項第５号に規定するゲームセンターを除く。）及び第２条第５項に規

定する性風俗関連特殊営業 

ウ 「他に分類されないその他の生活関連サービス業」のうち、易断所、観相業及び相場

案内業（けい線屋） 

エ 競輪・競馬等の競走場、競技団 

オ 芸ぎ業（置屋及び検番を除く。） 

カ 「娯楽に附帯するサービス業」のうち、場外馬券売場、場外車券売場及び競輪・競馬

等予想業 

キ 「その他の専門サービス業」のうち、興信所（専ら個人の身元、身上、素行、思想調

査等を行うものに限る。） 

ク 「職業紹介業」のうち、芸ぎ周旋業 

ケ 「他に分類されないその他の事業サービス業」のうち、集金業、取立業（公共料金又

はこれに準じるものに係るものを除く。） 

コ 政治・経済・文化団体 
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サ 宗教団体 

（融資規程第３条別表関係） 

第４条 各資金共通事項については次のとおりとする。 

(１) 資金使途 

ア 設備資金 事業経営上必要とする設備投資のための資金で、生産又は営業設備（土

地・建物を含む。）の取得、増設、改良等のものであって、これによって業容の拡大、

品質の向上、付加価値の上昇、公害の防止、省資源・省エネルギー化等が図られ、経営

の合理化等に役立つものであること。また、営業権（無形固定資産）、権利金（繰延資

産）、保証金、敷金等も対象とする。ただし、補助金及び助成金が支出されている場合

の設備の貸付対象額は、原則として補助額及び助成額を除いた額とすること。なお、次

のものは貸付けの対象外とする。 

（ア） 町外に設置する設備に対するもの 

（イ） 貸借対照表の固定資産に計上されないもの 

（ウ） 不動産取得のうち、投機的なもの又は過剰取得的なもの 

（エ） 3,5,7ナンバー等の一般乗用に供する自動車（車体に企業名又は屋号を記入す

る場合を除く。） 

（オ） 融資申込み時において、既に代金の支払が行われているもの 

イ 運転資金 事業経営上必要とする資金で、原材料、商品等の仕入、賃金その他経費の

支払等のためのものであって、これによって事業活動が継続され経営の安定に役立つも

の。ただし、既借入金の返済のための資金等は原則として貸付けの対象としない。 

(２) 貸付限度 

ア 貸付限度は、１中小企業者等についての額である。 

イ 貸付額は、10万円以上の額とし、１万円未満の端数はこれを切り捨てる。 

ウ 各資金の１貸付先当たりの最高限度額は、貸付残高による。 

(３) 貸付期間及び据置期間は、最長期間を定めたものであり、資金別及び資金使途によっ

て別に定める。ただし、最短期間は13ケ月とする。 

(４) 連帯保証人は原則不要とする。ただし、次に該当する場合はこの限りではない。 

ア 申込者が法人又は中小企業団体等にあって、その経営責任のある地位の役員（代表権

のあるものをいう。以下同じ。）を連帯保証人とする場合 

イ 申込者と経営上密接な関係にある法人による法人保証がある場合 

ウ 中小企業団体等において、法人代表者に加えて、他の役員を連帯保証人とする場合 

エ 実質的な経営権を有している者や営業許可名義人又は申込人（法人の場合はその代表

者）とともに当該事業に従事する配偶者を連帯保証人とする場合 

オ 本人又は代表者に健康上の理由があり、事業承継予定者を連帯保証人とする場合 

カ 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容

額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯

保証の申出があった場合 

(５) 返済方法は元金均等による月賦返済とする。 

(６) 保証 融資規程による貸付けは、保証協会が債務の保証を行う貸付けとする。 

２ 中小企業振興資金 

(１) 一般資金 
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貸付対象者 中小企業者等 

資金使途 運転及び設備資金 

貸付限度額 運転 500万円以内 

設備 800万円以内 

貸付期間 運転 ５年以内（６ケ月以内の据置期間を含む。） 

設備 ７年以内（１年以内の据置期間を含む。） 

担保 不要 

連帯保証人 原則として不要とする。ただし、前項第４号アからカに該当する場

合は、この限りでない。 

(２) 経営安定活力資金 

貸付対象者 経営の安定に支障が生じている中小企業者等「経営の安定に支障が

生じている中小企業者等」とは、次の一に該当する者をいう。 

ア 最近３ヶ月の売上高が前年同期比10％以上減少しているもの 

イ 最近６ヶ月の売上高が前年同期比５％以上減少しているもの 

ウ 最近３ヶ月の売上高が２年又は３年前の同期比15％以上減少

し、かつ、前年同期比５％以上減少しているもの 

エ 信用保険法第２条第５項各号の一に該当するもの 

オ 危機関連保証制度要綱（平成29・10・23中庁第１号）に定める

危機関連保証を利用するもの 

カ 取引企業の倒産による関連倒産の防止のための資金を必要とす

るもの 

キ 町長が特に必要があると認めて別に定めるもの 

資金使途 運転及び設備資金 

貸付限度額 800万円以内 

貸付期間 ７年以内（１年以内の据置期間を含む。） 

担保 不要 

連帯保証人 原則として不要とする。ただし、前項第４号アからカに該当する場

合は、この限りでない。 

資金の借換え制度 融資規程に基づく借入金を借換えるための資金も運転資金の対象と

して取り扱う。その場合にはアの条件を全て満たすとともに、イの
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事項に留意すること。 

ア 借換え条件 

（ア） 貸付対象者に規定される者であること。 

（イ） 借換え対象となるのは、融資規程によりあっせんを受けた

保証協会の保証付既借入金（以下「借換え対象資金」という。）で

あり、これを一括返済すること。 

（ウ） 借換え対象資金について、延滞のないこと。 

（エ） 保証協会の保証が得られること。 

イ 留意事項 

（ア） 別表に定める添付書類に加え、借換え対象資金の償還表を

添付すること。 

（イ） 原則として同一金融機関での借換えであること。 

（ウ） 保証協会の「借換保証制度要綱」の範囲において行うこ

と。 

（エ） 責任共有制度対象の保証を責任共有制度対象外の保証に借

替えることはできない。 

（オ） 経営安定関連保証等の各種保険特例を利用した場合（いわ

ゆる別枠保証）は、借換えに際しても別枠保証を利用することを原

則とする。 

（カ） あっせん申込書の「資金使途」欄に、借換え対象資金の借

入実行日、借入金額、借入残高を明記すること。 

（キ） 商工会、金融機関は、経営改善計画の策定その他、事業者

の経営安定に寄与するよう指導助言に努めること。 

期中管理 貸付対象者エが、信用保険法第２条第５項第４号（新型コロナウイ

ルス感染症に係るものに限る。）、及び貸付対象者オに該当する場

合は、次のとおり期中管理を行うこととする。 

ア 取扱金融機関は貸付けを実行した日から５年にわたりモニタリ

ングを行うこと。ただし、貸付対象者オで保証期間が１年以内で

あるときはこの限りではない。 

イ 取扱金融機関は半期に一度信用保証協会に対しモニタリング内

容を電子媒体で報告すること。ただし、貸付対象者オで報告期間

が保険法第２条第６項の経済産業大臣が認める日から１年以内の

期間（同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が

１年を限り当該期間を延長したときは、その延長した期間を含

む。）（以下「危機指定期間」という。）中であるときは、原則

として危機指定期間終了後に報告すること。 

ウ 取扱金融機関は半期末時点における中小企業者の直前の決算が

償却前経常利益黒字かつ資産超過である場合、当該中小企業者に

係る報告内容の記載を省略することができる 

エ 取扱金融機関が上記イの報告を行わなかった場合は、当該案件
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に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出す

ること 

その他 本資金に係る調書の添付書類は、次のとおりである。 

ア 貸付対象者アからウによる場合は売上高を証明する書類 

イ 貸付対象者エ及びカによる場合は信用保険法第２条第５項各号

の規定による認定書 

ウ 貸付対象者オによる場合は信用保険法第２条第６項の規定によ

る認定書 

３ 小企業特別小口資金 

貸付対象者 小規模企業者 

資金使途 運転資金 

貸付限度額 300万円以内 

貸付期間 ５年以内（６ケ月以内の据置期間含む。） 

担保 不要 

連帯保証人 原則として不要とする。ただし、第１項第４号アからカに該当する

場合は、この限りでない。 

４ 創業支援資金 

貸付対象者 新規開業予定者及び新規開業者 

資金使途 運転資金及び設備資金 

貸付限度額 500万円以内 

貸付期間 運転 ５年以内（１年以内の据置期間含む。） 

設備 ７年以内（１年以内の据置期間含む。） 

担保 不要 

連帯保証人 原則として不要とする。ただし、第１項第４号連帯保証人アからカ

に該当する場合は、この限りでない。 

その他 ア 新規開業予定者にあっては、融資あっせん申込みにあたり、創

業計画書を作成すること。 

イ 新規開業者で、創業１年未満の者にあっては、融資あっせん申

込みにあたり、収支等計画書を作成すること。 
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ウ 無担保・無保証人による貸付けは、保証協会の創業関連保証の

中で取扱うことになっているので、次の点に留意すること。 

（ア） 他の融資制度を含めて１貸付先の保証限度額は3,500万円

であること。 

（イ） 無担保保証（8,000万円）の範囲内であること。 

エ 認定特定創業支援等を受けた新規開業予定者は証明書の写しを

添付すること。 

（融資規程第4,5,6条関係） 

第５条 融資あっせんの申込み、決定等については次のとおりとする。 

(１) 様式 申込書の様式は融資規程様式第１号のとおりとする。 

(２) 提出部数 別表のとおりとする。 

(３) 添付書類 

ア 添付書類は別表のとおりとする。ただし、特に必要と認める場合は、このほかの書類

を添付させることができる。 

イ 前号以外に金融機関及び保証協会より必要とされる書類については、当該金融機関及

び保証協会の定めるところによる。 

ウ 町税納税証明書については本町町税等に一切の未納がないことを証明するものとし、

直近１年分を添付するものとする。ただし、事業主又は法人に本町における町税等の課

税が一切ない場合で、他の市町村で市町村税等が課税されている場合は当該市町村の納

期到来分の市町村税等について未納がないことの証明書を添付するものとする。 

(４) 調査 あっせん申込者に対し、企業の経営実態、資金を必要な事情等について把握す

るため、現地調査を行うことができる。 

(５) 審査 あっせんに対する審査については、関係機関と協議し、町が主体性をもって行

う。 

(６) あっせん申込み 

ア 申込受付は、山ノ内町商工会で行うものとする。 

イ 申込みには、申請者の申込み意思の確認を必要とする。 

ウ あっせんは中小企業者等の資金需要期に応じて行い、資金需要期が２以上となるもの

の一括あっせんは行わない。 

エ 年末、年度末の書類提出期限については、申込状況等を考慮し町で決定後、金融機関、

保証協会、商工会へ通知する。 

オ 町が融資のあっせんを決定した場合は、あっせん申込書の所定欄に必要事項を記入、

押印の上、金融機関へ送付する。 

(７) 融資の決定 

ア あっせん申込者への貸付承諾又は不承諾の通知は、原則として金融機関が通知するも

のとする。 

イ 町長への不承諾の通知は、不承諾を決定した金融機関又は保証協会が決定後直ちに通

知するものとする。 

(８) あっせんの取下げ あっせんの取下げの際は、申込者は、融資あっせん取下依頼書

（様式５）を町長あてに提出する。町は、融資あっせん取下依頼書の提出を受けた際には、

申込者及び各機関に、融資あっせん取下通知書（様式６）により周知する。 
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（融資規程第10条関係） 

第６条 設備完了届の様式は、融資規程様式第３号のとおりとする。 

２ 設備資金のあっせんを受けた者は、原則として設備の設置後30日以内に町長あてに設備完

了届を提出するものとする。 

３ 添付書類は領収書等、当該設備資金に係る支払いについて下記の項目が記載されている書

類及び設備完了後の状況が確認できる写真を添付するものとする。 

(１) 支払者名 

(２) 支払先名 

(３) 支払金額 

(４) 支払日 

４ 設備完了届が未提出の場合又は不正利用等が認められるものについては、当該申込者に対

し、当該資金の繰上償還要求及び以後のあっせんを不承諾とすることができる。 

附 則 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年７月１日告示第92号） 

この告示は、平成28年７月１日から施行する。 

附 則（平成29年６月20日告示第67号） 

この告示は、平成29年６月20日から施行する。 

附 則（平成29年10月２日告示第79号） 

この告示は、平成29年10月２日から施行する。 

附 則（平成30年３月27日告示第23号） 

この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月27日告示第26号） 

この告示は、令和２年３月27日から施行し、第２条については、平成30年９月25日から適用

し、第４条第２項については、令和２年２月１日から適用し、同条第４項については、平成30

年４月１日から適用する。 

附 則（令和３年11月16日告示第152号） 

この告示は、令和３年11月16日から施行する。 

附 則（令和４年２月16日告示第９号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年６月９日告示第80号） 

この告示は、令和４年６月10日から施行する。 

附 則（令和４年９月30日告示第117号） 

この告示は、令和４年10月１日から施行する。 

附 則（令和５年１月18日告示第３号） 

この告示は、令和５年１月18日から施行し、令和５年度上半期モニタリング報告分から適用

する。 

附 則（令和５年３月17日告示第28号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年８月４日告示第92号） 

この告示は、令和５年８月７日から施行する。 

附 則（令和６年７月11日告示第113号） 
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この告示は、令和６年７月11日から施行する。 

附 則（令和６年10月16日告示第131号） 

この告示は、令和６年10月16日から施行する。 

別表（第５条関係） 

 提出部数 一般資金 
経営安定

活力資金 

小企業特

別小口資

金 

創業支援

資金 

あっせん申込書 

（融資規程様式第１号） 
３部 ○ ○ ○ ○ 

定款及び法人登記全部事項証明書 

注① 
２部 ○ ○ ○ ○ 

住民票抄本 

注① 
２部 ○ ○ ○ ○ 

直近の決算書 
２部 ○ ○ ○ 

○ 

注② 

契約書又は見積書の写し 

（設備の場合） 
２部 ○ ○  ○ 

カタログ又は設計書の写し 

（設備の場合） 
２部 ○ ○  ○ 

町税納税証明書 １部 ○ ○ ○ ○ 

許可証の写し 

（許認可の必要な業種の場合） 
２部 ○ ○ ○ ○ 

別紙様式 

２部  
様式１ 

注③ 
 

様式２ 

様式３ 

様式４ 

注④ 

事業所周辺の略図 ２部 ○ ○ ○ ○ 

信用保証委託申込書の写し ２部 ○ ○ ○ ○ 

注①：町融資制度初回利用時又は内容に変更が生じた場合のみ提出 

注②：開業後１年以上の者のみ提出 

注③：売上金額が確認できる書類（税理士等または商工会経営指導員の確認印のあるもの）

を添付すること。中小企業信用保険法第２条第５項各号及び第６項に該当する者は提

出不要 
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注④：新規開業予定者は様式２及び様式３を提出、開業後１年未満の者は様式４を提出 

様式１（経営安定活力資金関係） 

 



13/19 

様式２（創業支援資金関係） 
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様式３（創業支援資金関係） 
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様式４（創業支援資金関係） 
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様式５（あっせん取下げ関係） 
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様式６（あっせん取下げ関係） 

 


